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経

濤

論

叢

第

三

十

藩

第

五

號

(通
巻
第
百
七
拾
九
脇
)

昭
和
五
年
五
月
登
行

昌」ノ、

董研 日

叢

地
租
改
正
案

に
於
σ
ろ
若
干
問
題

神

戸

正

雄

緒
言
(
本
論

の
目
的
)

　

ラ

ラ

ラ

　

第

一
段

.問
題
と
な
る

べ
き
諸
鮎

(
一
課
税
標
準

の
内
容
俸
牧
盆
能
力
伊
貸
主
の
攻
盆
能
力

い
所
有
者
が
利
用
者
に
賃
貸
し
た
る
場
合

ろ
借
地
人

新

月
者
に
養

し
た
る
馨

訊

馨

畿

訂
期
⇒
轟

潜

緩
和
規
定
)

(
.

(

く

く

ラ

ラ

ラ

　

ラ

第

二
段

問
題

の
対
策

(
一
課
税
標
準

の
内
容
値
賃
貸
債
柊
其
も
の
爾
借
地
収
益
及
又
貸
牧
盆
二
裸
視
標
準
改
訂
期
俸
五
年
案
㈹
各
地
輪
番
改
訂

く

く

嵩

都
鄙
税
謹

製

冒

譲

婆

窺

属

此
規
巖

止
案
駿

和
・
爲
・
・
制
限
瑠

袈

留

額
激
婁

潔

和
拳

打
切
・
案
)

吐和
赫
調
(一全
文

の
要
U
日
)

緒

目

9

濱

口
内
閣

は
絡
選
墨

の
結

果

、
下
院

に
絶
樹
多
数
を
制

す

る
こ
ざ

、
な
り
、
先

づ
除

程

の
事
憂

な
き
限
り
、
動

論

叢

地
租
改
正
案

に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
倫

七

=
二

・
第
五
號

ア



噂

論

叢

地
租
改
正
案

に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
+
巻

七

一
四

-
第
五
號

二

か
ぎ

る
こ
ど
亘
巖

の
如
く

に
な

つ
セ
。
随

ふ
て
例

の
地
租
改
正
も
、
政
府

の
意

の

儘

に
行

は

れ
得

る

こ

ご
に
な

り

、
恐
ら
く
右

は
政
府
内
定

の
方

針
蓮
り

に
、
来

る

べ
き
通
常
議
會

に
提
案

せ
ら
れ

て
、
結
局

、
確

定
實
施

に
も

立

至

る
ご
思

ふ
。
併

し
、
同

案
中

に
は
問
題

ご
な

る

べ
き
貼

が
少

く
な

い
。
折
角

、
,牢
世
紀
振
り

に
大
改
正
を
駕

す

以
上

、
姑
息
な

る
改
正

に
甘
ん

ぜ
ず
、
時
勢

の
推

移

に
適
慰

し
だ
抜
本

的
の
改
革

で
も
し
て
は
何
う
炉
オ
思
は

れ

る
。
此
見
地
か
ら

し
て
其
課

税
標

準
、
並

に
税
率

に
つ
い
て
重
大

な

る
原

則
上
の
凝
更

が
望

ま
し

ご
も
思

ふ
の

だ

が
、
其
貼

に

つ
い
て
は
私

は
最
近

の
論
文

に
て
既

に
述

べ
盤

し
た
か
ら

、
今
暫

ら
く
之
を
措

き

、
其
他

の
貼

に

つ
い
て
疑
問
あ
b

冠
信
ず

る
も

の
潜
干
を
選
み

て

.
践

に
之
を

論
じ
て
見

る
。
蓋

し
其
は
此
際

、
當
局
及
利
害
關

係

者

に
取

っ
て
何
等

か
の
塗
考

ご
な
り
得

る
で
あ
ら

う

ビ
思

ふ
。

第

一
段

問
題

こ
な

る

べ
き
諸

黙

秘

は
政
府

の
地
租
改

正
案

ざ
し

て
傳

へ
ら

る

、
も

の

、
中

に
就
き

て
、
課
税
標
準

及
税
率

の
原

則
L

の
問
題
を

別
ご
し

て
、
左

の
三
鮎
を
問
題

こ
す

べ
き

も
の
ご
認

め
る
。

　
一
課
税
標
準
た
る
牧
盆
の
内
容
(借
地
権
者
の
借
地
権
よ
り
生
す
る
牧
盆
)
1

我
国
に
て
將
さ
に
採
ら
ん
ざ
す

(
・

る
地
租
の
課
税
標
準
は
、
土
地
の
賃
貸
償
格
で
あ
り
、
其
は
各
地
毎
に
土
地
の
状
況
類
似
し
た
る
厩
域
内
に
於
け

る
標
準
賃
貸
儂
絡
に
よ
b
て
之
を
定
め
、
其
標
準
賃
貸
償
格
は
土
地
の
状
況
類
似
し
覚
る
偏
域
内
に
於
け
る
標
準



こ
な

る

べ
き
土

地

に

つ
き

、
貸
主

が
公
課

、
修
繕
費

、
其
他
、
土

地

の
維
持

に
必
要
た
.
る
経
費
を

負
澹

す

る
條
件

に
て
之
を
賃
貸
す

る
場
合

に
、
貸

主

の
牧
得
す

べ
き
金
額

ε

い
ふ
か
ら
馬
土
地

の
實
際

牧
盆

で
な

く

て
、
其
の
収

益
能
力

、
其

も
純
牧
盆
能
力

で
は
な
く
て
総
収
盆
能
力

で
あ
る
。
其

も
亦
土
地

利
用

者
が
之
を

利
用
す

る
ざ
し

て

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

翠

℃

べ
き
総
収
盆
能
力

で
は
な
く
し

て
、
所
有
者

(
P
)
が
之
を
賃
.貸
す

る
ざ
し
て
敗

む

べ
き
、
貸
主

ε
し
て
の
網

ヘ

ヘ

ヘ

へ

収
益
能
力

で
あ

る
。
即

ち
土
地

其
物

の
総
牧
盆
能
力

で
は
な
く
し

て
、
貸
主

こ
し
て
の
土
地

に

つ
い
て
の
総
収
益

能

力

で
あ
・る
ゆ

r̀

∴
砥
肢
盆
能
カ
ー

其
虜
で
問
題
ざ
な
る
の
は
.
地
租
の
課
税
標
準
ビ
し
て
償
格
に
依
ら
す
し
て
牧
盆
を
採

つ
だ

こ

ご
の
得
失

こ

い
ふ
原

則

上
の
事

は
暫
む

ぐ
別

ざ
し

、
牧

盆
を

選
む

こ
ビ
を
前
提

ど
し

で
見
て
も

.
更

に
實
際
牧

盆

(所
得

ご
も

い
ふ

べ
き
)
に
依

る
か
牧

盆
能
力

に
依

る
か
が
問
題

ご
な

る
。
更

に
履
盆
償
値

も
問
題

こ
な

る
が

、

此

は
牧
盆

能
力

の
鍵
膿

に
外
な
ら
す

ご
し
て

、
殊

に
問

題

ε
な

る

の
は
収
益
能
力

か
、
實
際
収
益

か

の
選
擢
だ

こ

し

て
、
.此

も
土
地
収
益

評
定

の
租
税
技

術
上

の
考
慮

か
ら
し
て
は

、
實
際
牧
盆

に
依

る
の
は
煩

に
堪

へ
す

、
牧

盆

能
力

に
依

る
外
な
く

、
又
其

れ

で
却

っ
て

一
層

公
李

に
も
適

う

こ

い
ふ
こ
ご
が
出
来

る
。
實
際
所
得
税

に
て
す
ら

も
土
地

に

つ
い
て
は
實

際

の
所
得

に
依

る
こ
ピ
が
出
來

す

、
或
度
ま

で
標
準
的

の
所
得

、
即
ち
収

益
能
力

に
依

る

の
外
な

い
の

で
あ

る
。
(註

一)
。

(註
一
)

ブ
・
イ
ヤ
ー
は
、
租
税
技
術
の
最
近
世
的
方
便
を
備
ふ
る
一
般
所
得
税
す
ら
も
が
、
各
箇
の
場
合
に
、
土
地
の
賓
際
牧
盆
を
確
定
す
る

論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

.・
第
三
+
巻

七
一
五

第
五
號

三



論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

ζ
と
は
出
来
な

い
と
い
ふ
。

第
三
十
巻

七

一
六

第
五
號

四

　但
貸
主
の
収
益
能
力
-

更
に
土
地
に
つ
い
て
は
實
際
収

益
に
依
ら
す
、
収
益
能
力
に
依
る
の
外

な
し
ご
し

て
、
利
用
者

(耕

地
な
れ
ば
目
作
者
)
が
土
地
を

科
用
す

る

こ
ご

に
よ
り
生
す

べ
き
牧

益
能
力

に
依

ら
す
し
て
、
貸

主

が
値
入

(
利
用

者
)
に
賃
貸
す

る

こ
し
て
牧

む

べ
き
収

益
能
力

に
依

る
こ
ご

、
し

た
我
邦

の
法
制

は
果
し
て
適
當

で
あ
ら
う

か
。

　い
所
有

者

が
利
用

者

に
賃
貸

し

花
る
場
合
-

先

づ
以
て
地

租

に
て
掴

ま
う

こ

い
ふ
給
付
能
力

が
何
か
を
考

へ

て
則
る
・
葦

の
物
税
の
こ
ご
で
あ
る
か
ら
・
玉
笹

客
欝

に
認
め
ら
る
～
牧
籠

力
で
あ
ゑ

き
で
あ
る

(註
二
)。
尤

も
地

租
を
絶

対

に
物
税

こ
し
て
の
み
扱

は
す

、
多

少
人

税
的
分
子

を
加

へ
て
、
持
主

、
乃
至
灌

利
者

の

事
情

を

も
加
味

し

て
例
之
、
累
進

、
免
税
鮎
な

ご
を

設
定
す

る

こ
ご
も
出
来

る
。
.其
貼
を
別
ご
し

て
見

る
ご
、
其

の
租
税
燈
乗
車

の
地
位

か
ら

見

て
、

一
方

に
、
所
得

税

が
あ

っ
て
、
人
的

、
物
的
有
ら
ゆ

る
所
得
を

捕
捉
し
、
他

方

、
地

租
其

他

の
牧

益

税
に
て
動
勢

以
外
の
、
即

ち
物

的
元
素

か
ら

の
所
得

を
ム
⊥

度

課
税
す

る

こ

い
ふ
趣
旨

か

ら

い
ふ
ご
、
地
租

に
て
は
土
地

の
利
用
者

が
之

が
利
用

に
よ
り
て
牧

む

べ
き
牧
釜
中

、
動
勢

元
素

の
結
果

ご
見
倣

す

べ
き
分
子

の
み
を
除

き
把

る
も
の
、
帥
ち
土
地
利
用

の
物
的
牧
盆

で
あ
る

べ
き

で
あ
る
(註
三
)
。
或

は
此

に
て
利

用

者

の
動
勢

上

の
収
益

を

も
掴

め
こ

い
ふ
考
方

も
可
な

り
廣

く
行

は
れ
て
居

る
の
だ

が
(註
四
)。
其

は
、
所
得
桝
を

絆

拡

の
や
う
璽
地
租
の
場
合
な
れ

ば
知
ら
す

、
ム
・
日

一
般

に
見

る
や
う

起
所
得

税

ざ
並
立
す

る
地

租

に
て
は
動
勢

1)Brauer,Grundsteuer,(Elster,Hwb・d・Stw・IV・4A.u且 ・)S・][245・



分
子
は
其
か
ら
塗

方
が
良
い
。
其
れ
か
ら
牧
猛
撃

し
春

本
摯

税
が
完
備
し
て
居
・
な
ら
ば
若

の
土
地

牧
釜
中
か
ら
、
借
入
栗

刺
舌

當
る
も
の
だ
け
は
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
馨

だ
が
・
技
術
上
に

も
資
本
利
子
税

の
講

が
ぞ

あ
ら
・フ
し
,
堕

て
は
案

利
子
税
の
存
す
る
場
倉

も
、
借
入
資
本
利
子
を
地
租

に
於
け
る
牧

禁

ら
除
外
す
・
.、
嘉

出
秦

ね
・
で
あ
ら
　
し
、
ま
し
春

本
利
子
撃

鉄
蕩

倉

は
鍵

ら
の
事
・
之

を
除
外
し
欝

。
帥

實
際
、
地
租
撃

、此
資
本
利
子
控
除
は
不
ま

な
・
を
例
手

・
(彗

・
叢

で
此
利
子

は
技
術
上
、
不
楚

な
が
ら
控
除
芋

し
て
、
結
局
鐙

欝

の
も
の
を
掴
む
外
な
と

し
て
・
塑

・
地
租
に
て

は
土
地
の
利
用
に
　

集

・
墾

地
的
暑

毒

・兀
素
の
敗
盆
姦

む
・
し
て
(募

的
元
素
の
牧
夢

除
き
)
・

此
利
用
者
の
物
的
収
益
8
、
土
地
の
貸
主
の
賃
料
牧
磐

が

一
致
す
・
か
三

ふ
・
・
が
問
題
で
あ

る
・
此
ゼ

致
す
れ
ば
我
邦
の
法
制
逼
り
で
宜
し
.い
が
、
馨

に
考
ふ
・
・
、
實
髭

二
の
も
の
が

藪

せ
す
・
堕

三

我

請

の
や
.,
で
は
不
都
倉

こ
し
な
け
れ
ば
な
畠

.
箇
々
の
場
倉

つ
い
て
見
れ
ば
例
外
は
あ
ら

.フ
が
・
大
艦

老

い
ふ
ご
、
土
地
の
霧

利
用
の
物
的
牧
套

、
養

貸
収
益
　

も
多
少
・
も
大

い
も
の
・
す
る
・
其
は
第

一
に
煙

い
ふ
て
も
借
継

妻

借
纏

を
得
を

き
に
、
之
に
何
ほ
こ
か
の
償
値
を
認
め

る
の
が
例
で
あ
勉

實
際
に
違

旧
地
藩

は
借
地
法
、
其
他
に
　

可
な
と

蓋

利
を
保
馨

ら
れ
て
、相
宮

大
な
利
箏

有
つ
・

之
暑

し
て
所
薯

は
土
地
を
借
纏

の
存
す
・
限
・
畠

に
肇

す
・
な
詳

出
奪

・
完
全
な

る
・
即
ち
借

地
難

く
、
自
ら
直
接
に
、
自
由
に
利
用
す
・
場
倉

比
し
て
、
其
所
有
権
の

一
部
を
鑑

馨

最

ら
れ
て
居

論

叢

地
租
改
正
審

於
け
る
若
干
問
題

第
三
+
巻

七

;

第
五
號

五



論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
巻

七
一
八

第
五
號

六

る
の

に
均
し

い
。
即
ち
借
地
者

(
利
用
者
)
は
貸

主

に
支
彿

ふ
所

の
借

地
料

(所

有
者

に
ε
b

て
の
賃
貸
牧

盆
)
よ

り

も

.
よ
り
大
な

、
帥
ち
此
借
地
料

の
上
に
荷
除
剰
を

生
す

べ
き
収
益

を

、
其

土
地
か
ら
収

め
て
居

る
ご
見

る
こ
ご

を
得

る
(
註
六
)。
實

際

に
も
此

借
地
権

が
可
な
り
高
き
値

に
て
責
買

せ
ら

る

、
こ
ご
が
少

く
な

い
。
特

に
東

京
な
ご

で
は

、
此

が
往

々
に
し
て
所
有
権

よ
b
も
よ
り
大
な
償
値

さ

へ
も
有

っ
て
居

る
。
第

二
に
、
地

租
に
て
軍
な

る
土

地

の
収
益

の
み
な
ら
す

、
或
度

ま

で
之

に
投
下

さ
れ
覚

る
資
本

の
牧
盆
を

も
諜

さ
う

こ

い
ふ
ご
き

に
は
、
其
投
下

資
本

は
土
地

所
有
者
の
投
下
し
セ
も

の
の
み
で
な

い
、
借
地
者

の
投
下
し

た
資

本
利
子
を

も
含

め
な
く
て
は
な
ら

澱
。
此

鮎
か
ら

見
て
も
、
土
地

の
直
接

利
用

の
物

的
牧
盆

は
、
其
賃
貸
牧
釜

よ
り

も
よ
り
太

い
こ
ご
を
推

知
し
得

る
。
第

三

に
は

、
土
地

の
賃
貸

こ

い
ふ
交
通

行
爲

の
成

立
す

る
ビ
き

に
、
其
借
地
者

の
支

佛

ふ
賃

料

(帥

ち
貸

主

の
賃
貸

牧
盆
)
は
、
其
借
地

者
が
借
地

に
よ
り
て
生
す

べ
し

ご
認

め
た
慣
値

よ
り

も
多
少
こ
も
小

い
も

の
で
な

け
れ

ば
な
ら

戯
。
此

黙

か
ら
し

て
も

一
慮

、
實
際

利
用
牧
盆

が
賃
貸
収
益

よ
り
も
太

い
こ
ご
を
推
定

し
得

る
。
然

り

こ

す
れ
ば
、
地

租

の
課
税
標
準

ご
し
て
は
、
土
地

の
賃
貸
収
益

に
よ
り
て
は
不
十

分

で
あ
b

、
出
来
れ
ば
所
有
者

が

自
ら
直
接

に
利
用
し
た
ら

こ
し
て
牧

む

べ
か
b
し
牧

盆
(
田
畑

な
れ
ば
自

作

に
よ

る
物

的
牧

盆
)
に
依

る
か
。
然

ら

す
し
て
賃
貸

の
場
合

に
賃
貸

牧
盆

に
依

る
こ
す
れ
ば
、
借

地
人

の
借
地
牧
盆

ご
認
む

べ
き
も
の

に
も
別

に
課
税

し

な
け
れ
ば
な
ら

戯
。
そ
し

て
此
後

の
方
法

に
よ
る
ご
き
に
は
、
所
有
者
自
ら

利
用
し
だ

る
も

の
に

つ
い
て
は
直
接

利
用
牧

盆
を
評

定
し
て
課

税
し
な

く
て
は
な
ら

級
。「
何

れ

の
場
合

に
も
賃
貸
牧
釜

に
依

る
と

い
ふ
の
で
は
不
満
足



で
あ
る
(
詮
七
)
。
或
は
賃
貸
牧
盆
さ
直
接
利
用
枇
盆
ぜ
が
一
致
せ
守
し
て
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
小
い
ご
し
、
前
者

を
課
税
標
準
ざ
し
て
、
土
地
所
有
者
の
み
に
課
税
し
て
別
に
借
地
人
に
課
税
し
な
い
ざ
し
て
も
、
税
率
を
掛
酌
し

て
、
後
者
を
課
税
標
準
ざ
し
た
h
ノ
ご
し
て
相
営
な
よ
り
も
楠
々
高
き
税
率
を
採
っ
た
な
ら
ば
、
結
局
、
其
税
額
は

直
接
利
用
耽
盆
(
卸
も
賃
貸
牧
盆
に
借
地
政
盆
を
加
へ
た
る
も
の
に
大
瞳
一
致
す
る
)
に
相
営
な
る
も
の
ご
も
な
り

得
る
し
、
其
粧
が
土
地
所
有
者
か
ら
借
地
人
へ
輔
探
せ
ら
れ
て
、
借
地
人
も
相
常
に
税
を
負
櫓
す
る
こ
さ
、
な
り

得
る
ぜ
も
い
は
れ
特
る
o

げ
れ
ざ
も
、
地
租
を
一
の
直
接
税
ざ
す
る
さ
い
ふ
見
地
か
ら
し
て
は
、
斯
か
る
間
接
負

慢
に
よ
り
て
相
常
の
負
憶
が
得
ら
あ
h

の
で
は
不
満
足
で
あ
る
の
戒
は
、
仕
日
山
出
円
、

f

士
、
日
h
品

r
;
$
1
己
司
1
'
K
2

f
t
n川
カ
芸
作
品
ナ
官
点
在
認
月

I
e」

9
Z

場
合
に
は
、
前
記
、
借
地
人
の
借
地
権
の
牧
盆
が
管
業
税
に
よ
ち
て
課
せ
ら
れ
る
こ
さ
が
出
得
る
。
併
し
、
土
地

業
も
の
、
牧
盆
の
一
部
を
、
地
租
以
外
の
牧
盆
積
に
よ
b
て
課
税
す
る
の
は
遺
憾
だ
さ
し
な
け
れ
ば
な
ら
肉
。
或

は
、
借
地
人
が
業
借
地
に
家
屋
を
建
て
穴
る
場
合
に
も
、
借
地
牧
盆
が
家
屋
税
に
よ
り
て
課
せ
ら
る
、
、
を
得
三
も

い
へ
る
(
詮
ん
)
。
け
れ
ど
も
我
邦
の
や
う
に
国
税
牧
盆
税
ざ
し
て
家
屋
税
を
棋
く
さ
き
に
は
、
少
く
さ
も
此
れ

rけ

じ
で
は
課
税
漏
れ
さ
な
る
さ
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

で
あ
る
か
ら
、
我
園
の
法
制
が
賃
貸
料
牧
盆
に
よ
っ
た
の
は

此
等
か
ら
考
へ
て
営
を
得
た
も
の
さ
は
い
へ
な
い
。

(註

--vプ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
地
租
に
て
は
、
営
該
土
地
白
面
積
皐
位
の
平
均
収
金
能
カ
を
、
賞
際
に
出
来
る
だ
け
近
曹
葉
然
に
て
一
確
定
す
る
こ
と

に
て
満
足
ナ
と
鴛
し
、
叉
此
が
最
純
な
る
形
に
て
は
物
館
税
で
あ
る
。
其
は
全
〈
租
税
義
務
者
即
ち
課
税
土
地
の
蛍
時
の
所
有
者
の
人
格
よ
り

言歯

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
巻

七
一
九

第
五
時
碗

七



論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
巻

七
二
〇

第
五
號

八

抽
象
し
て
、
輩

に
攻
盆
窒
帳

に
定
め
ら
れ
た
る
客
観
的
特
徴
に
よ
り
て
土
地
牧
盆
を
捕
捉
す
と
駕
す
。
更
ら
に
コ
ン
ラ
ー
ド
も
、
土
地
取
益
税

.
に
て
は
、
土
地

の
刹
那
の
純
攻
盆
を
確
知
す

べ
き
も
の
で
な

い
。
む
し
ろ
、
観
念
的

の
平
均
敗
盆
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
は
特
段
な
る
人

助

的
給
付
能
力
を
課

せ
ん

と
す

る
も

の
で
な

い
か
ら
と

い
ふ
。

(
註

三
)

所
一得
税

に
敗
益
税
を
組
合

せ
た
る
直
接

税
膿

系

に
て
は
、
斯

く
あ
る

べ
き

で
あ
る
が
、
併

し
牧
益
税

の
み

か
ら
成

る
直
接
親
髄

系

に
て

は

.
地
租

は
土
地

利
用

の
物
的
攻

盆
を
課

す

べ
し
と

し

て
、
別

に
土
地
利
用

に
伶

ふ
動

勢
攻
盆

の
課
税

が
存

し
得

る
。
プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
、
之
に

關
聯

し
て
、
小

作
料

に
よ
り
地
租

が
課
せ
ら

る
N
掛

合

に
、
小
作
人

の
勢
働
取

益
虫

に
所
有
者

の
自
作

の
場
合

の
舞
働
攻

盆
が
地
租

に
て
ぱ
不

考
慮

に
止
ま
る
。
随

ふ
て
此

が
、
唯
だ
小
作
料

を
綱

む
地
租

の
傍

に
別

に
課

せ
ら
る

エ
こ
と

が
合
理
的

だ
と

い
ふ

は
之

に
當

る
。

(
髄
四
)

地

租

が
何
を
掴

む

べ
き

か
に
は
人

の
考

へ
方

に
異

っ
た
も

の
が
あ

る
。
さ
れ

ば
プ

ア
イ

フ
ア
ー
も
、
此
問

題

の
混
雑

り

一
大

部

は
、
同

船
,

一
の
地
租

と

い
ふ
名

に
て
全
く
【異
っ
た
物

が
解
せ
ら

る

ム
山
.
い
ふ
不
幸

な
る
事

情
よ
り
来

る
と

い
ふ
て
居
る
。

①
多

く

の
學
者

は
地
租

に
て
は
固
有

の
地

代

の
み
な

ら
ず
、
土
地

利
用

に
關
す

る
勢
力
資

本

の
報

酬
及

利
潤
を

も
課
さ
う

と
い
ふ

の
で
あ
り
、

随

っ
て
此

に
て
動
勢
敢

盆
を
も
掴

め
と

い
ふ

ζ
と
に
な

る
。
例

之

、

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
地
租

の
税
源

は
土
地
攻

盆

で
あ

っ
て
、
蛍

に
リ
カ

ル
ド
ー

及
チ

ユ
ー
ネ

ン
の
意
味

に
於

け
る
地
代

の
み

で
な

い
。

之
が
課
租
物
件
は
随

っ
て
、
個
人
所
得

の
組
成

元
素

た
る
凡

べ
て
の
種
類

の
土
地
及
之

が
収

益
成
形

に
關
聯

し
た
る
其

の
凡

べ
て

の
附
贋
物

の
農
業
的
勢
賃
、
並

に
企
業

利
得

よ
り

の
所
得
、
並

に
農
業

的
纏
醤

に
投

下
ざ
れ
た

る
固

常
山及
流

動
}資
本

の
利
子
よ
り

の
所
得
だ

と

い
ひ
、
チ

ス
カ
も
、
地
租

の
税

源
は

リ
カ

ル
ド
ー
及

チ

ュ
ー
ネ

ン
の
意
味

に
於

け
る
地
代

の
か
で
な

く
、
全
き
土
地
牧
盆

で
あ

る
。
之

が
課
税
物
件

は
凡

べ
て

の
種
類

の
土
地

及
之
と
關
嚇

し

て
土
地

の
利
用

に
よ

り
存

立
す

る
凡

ぺ
て
の
牧
盒
成

形
、
即

ち
企
業
利
得
、
農
業

に
投

下
さ
れ

た
る
資
本

利
子
等

、
随

っ
て
土
地

の
全
き
牧

盆

で
あ
る

と
駕

し
、
プ

ロ
ハ
ー
ゼ

ル
も
、
無

建
物

土
地

の
地
租

の
税
源
は
、
リ
カ

ル
ド
ー
及
チ

ユ
ー
ネ

ン

の
意
味

に
於
け

る
地
代

の
み

で
な
く
、
廣
義

の
地
代

、
即

ち
全

き
土
地
取
盆

だ

と
篤

し
、

エ

.

.ー
ベ

ル
ビ
も
、
地
租
法

は
通
例

、
曹

に
土

地
　収
益

の
み

で
な
く
、
廣
留我
に
於
け

る
全
き
豊
嚇栗
」L収
益

、
曲随
っ
て
冊労
力

啓
訳本

の
使
用

に
魁踊
す

べ
き
牧

盆
部

を
も
課
す

と
爲
す
o

フ
ォ
ツ
ケ
は
、
リ

ツ
カ

サ

レ
ル
ノ
が
、
私

と
同
様

に
、
地

租
を
農
業
税

と
見

る
。
酎即
ち
地
租
は
土
地
牧
盆

に
よ
り
て

2)B・Auer,

3)Bτauer,

4)Pfeiffer,

a.a.○.s.1245・

a.a.Q.s.1247,

Staatseinn且hmen.

1247・ Conrad,Fm,.9Aufl.S.1:36・

11.S.125.



測
定

せ
ら
る

エ
の
み

で
な
く
、
農
業

の
其
他

の
分
科

の
取

整

に
よ

り
て
も
測
定

さ
る

エ

こ
と
を
意
味

す

と
い
ひ
、
ボ

ル
グ

ト
屯
、
地
租

は
其
根

本

の
考

へ
に
依
れ
ば

、
最
早

、
詞

の
固

有

の
意
味

に

て
の
地

代

の
租
税

上

の
捕
捉
を
期

し
な

い
。
む
し

ろ
土
地
利
用

の
純
攻
盆

の

一
部
を
公
共

目
的

の
薦

め

に
要
求

せ
ん
と
す
る
も

の
だ
と
得

し
、

シ

ェ
フ
レ
ー
も
、
地
租

を
挑

ふ
農
夫

は
、
事
實
上

、
彼

の
及
彼

の
家
族

の
固
有

の
勢
働

の

恥

版

金

に
つ
を

て
も
召
貝
櫓
印せ
し
め
ら
る
と

い
ふ
。

②
地

租

に
て
固
有
地

代

の
み
を
掴
み
、
随

ふ

て
土
地

利
用

の
爲
め

の
動

勢
報

酬
を
之

に
て
課

せ
ず
と

い
ふ
も
あ

る
。

例

之
、
ブ
イ

ス
チ

ン
グ

は
、

新

地
租
法
は
全
く
、
課
税
す

べ
き
土
地

の
自
然
的
利

用
慣
値

よ
り
生

ず
る
。
随

っ
て
地

代
と
し

て
現

は
る

工
所

の
純
収

益
を
租
税
測
定

の
基
礎

と
ず
る

の
目
的

を
追

ふ
。
随

っ
て
取

寄
を
騒
ぐ

る
億

め
に
協
力
す

る
所

の
生
産
要
素

(
土
地

、
資
本

、
勢
力
)
の
中

に
て
、
唯
だ
土
地

の
み
が
考

慮

せ
ら
れ
、
且

つ
純

地
代
を
見
出

す
爲

め
に
、
全
き
純
取

盆

の
中

か
ら
、
資

本
及
勢
力

の
非
力

に
締

す

べ
き
額

が
分
別

せ
ら
れ
な
く

て
は
な
ら

ぬ
と
爲

し
、
又
別
の
庭

に
で
、
地
代

の
基
礎

に
於
け

る
裸

視

の
最

も
正
し
を
方
法

は
、
土
地

の
賃
貸
便
侑
脳
に
聞
囃

し

て
、
其
本
質
的
差
澗

の
考

慮

を
以

て
見
出

さ
る

べ
き
で
あ
る
。
此

賃
　買
料

か
ら

し
て
、
資
本

(
特

に

一
緒

に
賃
貸

さ
れ
た

る
建
物

及
経
管
具

に

つ
き
)

に
節

す

る
部
分
が

の

分

別
せ
ら
る

瓦
と
を

に
、
圭

と
し
て
地
代

が
獲

る
と

い
ふ

て
居
る
。

(
註
五
)

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
純
収

益
脱
髄

系
に

て
は
、
課
税

せ
ら
れ

た
る
生
産
力

に
存
す

る
買
債

が
考

慮

せ
ち
れ
ず
と
寫

し
、

ワ
グ

ナ
ー
は
、
負

債

不
考
慮

と
.い
ふ

こ
と
が
物

税

と
し
て
の
牧
益
税

の
租
税
技
術

上

の
性

質

に
相

賑
す
と
篤

し
、

コ
ン
ラ
ー
13
は
負
債

が
此
土
地
牧
益
税

に
て
は

引
去

ら
る

蕊
こ
と
能

は
ず
と
爲

し
、
プ

ロ
イ

ヤ
ー
も
、
土

地
攻

益
税

に
て
買
債

の
控
除
等

は
問
題

と
な
ら
ず

と

い
ふ
。

(
甚
六
)

エ
ー
ベ

ル
ヒ
は
、
或
土
地

の
借

地
人
は
、
借
地
料

の
引
去

の
後

に
猫

立

し
た
所
得

に
つ
き
納
税

す
べ
き
も

の
と

い
ふ
が
、
其

に
は
此

の

如

き
も

の
が
含

ま
れ

る
。

一
英

國
法

に
て
は
此

の
如

き
も

の
を
認

め

て
居
る
や
う
で
あ
る
。

フ
ォ
ツ
ケ
は
之

に

つ
き

て

い
ふ
て
居
る
。
曰
く
、

り

し

り

や

り

ち

し

貸
地
人
に
取
り
て
は
、
賃
料
が
全
き
自
然
的

の
攻
盆
部
で
あ
る
。
借
地
人
の
敢
盆
部
は
英
国

に
て
は
此
借
料

の
半
分

(蘇
格
蘭

に
て
は
其
三
分

一
)
と
評
定
せ
ら
れ
る
。
其
は
他
の
地

に
て
も
當
り
、
且

つ
正
し
き
標
準
と
し
て
行
は
れ
得
る
も

の
だ
と
。
そ
し
て
英
國

の

一
九
〇
九
年
の
土

地
新
課
税
中

に
は
、
所
謂
復
路
視
と
繕
し
、
土
地

の
貸
附
期

の
終
了
に
際
し
て
、
之

に
よ
り
貸
地
人
に
生
ず
る
利
益

の
便
値

に
封
ず
る
百
分
+

論

叢

地
租
改
正
案

に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
+
巻

七
一
=

第
五
號

九

5)

6)
7)
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論

叢

地
租
.改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
巻

七
二
二

第
五
號

一
〇

の
課
黎

あ

っ
た
。
苦

い
ふ
貸
地
人
笙

ず
・
利
徳

、
其

の
暮

契
約

の
初
め
・
維
と
の
慣
格

の
差
額
で
あ
っ
て
・
其
は
土
地

の
自
箏

噸

圭
と
な
る
。
れ
ど
も
、
精
密
に
.
ふ
と
、
賃
貸

の
欄
係

の
消
滅

に
依
り
て
、
貸
地
人

の
束
縛

の
解
除
さ
れ
た
事

に
よ
る
の
利
益
も
含
ま
れ

普
魯
西

の
新
地
租
法

に

て
他
人

の
土
地

の
上

に
建
物
を
建

て
る
と
き
は
、
建
物

の
所

有
者

が
義
務
者

と
な
る
と

い
函

の
は

、
借
地

人

の
借
地
牧

盆
を
掴
ま

う
と

い
ふ
の
で
は
な
く
、
軍

に
義
務
者

を
所
有
者

と
せ
ず
し

て
借
地
人

に
し
た
と

い
ふ

の
に
止

ま
る
。

(
註
七
)

ブ

・
イ

ヤ
ー
は

、
亦

作

の
慣

習
が
行
信
れ
、
自
作

の
少

き
虜

に
て
は
、
小
作
料

の
使
用

に
よ
り
て
・
敢

盆
評
定

の
件

は
ざ
る
改
狩
塁
帳

コ

ゆ

を
定

め
る
可
能
あ
り
と

い
ふ
け
れ
ど
も
、
實
際

は
小
作
料
牧

盆
に
よ
る
の
で
は
不
満
足

で
あ

る
。

し

　
　

コ

ロ

ノ

ぬ

も

ロ

ロ

リ

萄

こ

シ

エ
フ

レ
ー
が
、
建

物
挽

に
て
頁
捲

せ
ら
る

べ
き

も

の
は
.
建
物
及
敷

地
利
用

掃

値

だ

と

い
ぷ

鰭

㌻
・
指
す
。

　⑫
借
地
人

が
利
用
者

に
又
貸

し
だ

る
場
合

に
於

け

る
、
第

一
借

地
人

の
推

め
る
差

額
賃
料
牧

盆

に
至
b

て
は
、

我

邦
新
法

に
於

け

る
、
土
地
所
有

者
か
ら
取

る
所

の
其
か

ら
第

一
借
地
人

へ
の
賃
貸

料

に
よ

る
課
税

で
は

、
全

く

漏

れ

る

こ
ご

に
な

る
。
即
ち

土

地

を

直
接

に
所
有
者

か
ら
し

て
利
用

者

に
賃

貸
し

た
場
合

に
は
、
其
利
用
者

の

有

つ
土
地

の
物
的
牧
盆

(賃
貸

料
を
超
ゆ

る
所

の
)
は
、
或

は
別

に
存
す

る
螢
業

税

に
よ
り
叉
は
家

屋
税

に
よ
り

て

課
税

せ
ら

る
ご
見

る
こ
ご
を
得

る
し
、
此
等

の
税

に
か

、
ら

ざ

る
だ
け

に
て
は

、
斯

か
る
物
的
牧

盆
は
大

し

把
も

の
で
な

い
か
ら
、
見

逃

が
し

て
良

い
ご
も

い
へ
る
。
併

し
土
地

の
所
有
者

か
ら
第

一
に
借
入
れ

だ
る
借
地
人

が
、

第

二
の
借
地

人

に
又
貸

し
て
、
後

の
借
料

が
前

の
借
料

よ
b

も
太

く
、
此

に
第

一
の
借

地
人
、
即

ち
又
貸

人

が
或

差

益
を
牧

め
る
場
合

輩
は
、
明
か

に
土
地

に
關
す

る
特
別

の
牧

盆

が
存
立
し

.
而

も
家

屋
税

か
ら

も
、
螢
業

税
か

ら

も
課

せ
ら

れ
す

、
そ
し
て
地
租
か
ら
閑
却

せ
ら
れ

る
蕊

ふ
・
ご
に
な

る
。
此

も
或

は
土
地
所
薯

へ
の
課
税

8)

9)
10)
II)

0・s.137.Brauer,a.a.1247 ・
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に
よ
り
て
此
又
貸

人

へ
の
縛
嫁

が
件

ふ
ご
も

い
は

れ
得

る
。
け
れ

ざ
も

、
斯
か

る
問
接
課
税

幡
此

地
租

に
は
望
ま

し
一
な

い
も
の
で
雪

。
ま

た
、
轟

嫁

が
實

際
相

當

に
行
は

る
る
ご
限
ら

票

ら

し
て
も
適

當

で
な

い
・
或

は

新
法

に
貸
主

が
牧
得
す

る
賃
貸

料

こ
い
ふ
其
貸
主

ご
は
、
土
地
所
有
者

ご
限
ら
す

、
又
貸

の
場
合

に
は
む
し
ろ
又

貸

人

が
又
借

人
か
ら
牧

め
る
賃
貸
料

で
あ
り
、
真
中

に
は

、
所
有
者

が
第

一
の
借

地
人

(
即
ち
又
貸

人
)
か
ら
取

る

賃
貸

料

ご
,
其

れ

ご
又
貸
人

が
又
借

人

か
ら
取

る
賃

貸
料

こ
の
差
額

ビ
を
含

む
の
だ
か
ら
、
夫

の
又
貸
人

の
牧

め

る
差
益

も
此

に
て
課
税

せ
ら
れ
て
居

る
ご
も
解

し
得

る
。
け
れ
ご

も
、
此
差
額

が
其
本

年
の
牧

得
者

た

る
又
貸
人

に

つ
き

て
課
税

せ
ら
れ
な

い
で
、
所

有
者

か
ら
課
税

せ
ら
れ

る
の
が
適
當

で
な

い
の
み
で
な

く
、
更

ら

に
、
所
有

者

が
軍

一
の
借

地
人

に
賃

貸
し

て
牧
得

す

る
賃
貸

料

ご
、
又
貸
人

が
又
借

人
に
賃
貸
し

て
牧
得
す

る
賃
貸

料
ご
を

綴
捌

せ
す

し

て
、
何
れ

も
同
様

に
随

ふ
て
何
れ

ざ
も

っ
か
す

に
賃
貸

料
を

評
定
し

て
課
税
標
準

ざ
す

る
の
が
精
密

で
な

い
。
何

ゆ
に
し
て
も
我
邦
新
法

の
賃
貸
慣
格
課
税
法

は

あ
ま
り
戚
心
し

た
も

の
で
は
な

い
。

　仁
課
税
標
準
改
訂
期
i

新
法
に
て
は
十
年
目
毎
に
地
租
の
課
税
標
準
を
改
訂
し
や
う
こ
い
ふ
こ
ご
だ
が
、
牧

益
税
.こ
し

て
の
地
租

に
て
は
、
課
税
標
準

の
改
訂

が
兎
朔
遅

れ
勝

で
、
真
薦

め
課
税
標
準

が
陳
腐

こ
な

る
こ
い
ふ

こ
ご
は

一
般

に
知
ら
れ
把

こ
ご
で
(註
九
)
、
此

の
如
き

も

、
課
税
標
準

に
土
地
牧

盆
を
探

っ
た
以
上
は
已

む
を
得

諏

.、
ご
だ

ざ

も

い
は

れ

る
け

艘

、
も

、
+

年

ざ

い

ふ
の

で
は

+

年

一
昔

こ

い
ぶ
諺

も
あ

る
通

り

で

、
此

間

に
時

勢

は

大

に
攣

更

し

、
各

地

の
課

税

標

準

に
大

な

憂

化

が
生

じ

や

う

。

そ

し

て
或

も

の
は
大

に
上

り

、
他

の

も

の
は
少

し

論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
十
巻

七
二
三

第
五
號

一
一



論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
+
巻

七
二
四

第
五
號

=
一

く
上
り
、
併

し
更

に
他

の
も
の
は
却

っ
て
下
落
す

る

こ
ご

さ

へ
も
あ
り
得

る
。
特

に
農

村

の
如

き

に
は
間

々
此

が

生

じ

る
(註
一
〇
)
。
其

に
も
拘
ら
す
十

年
間
は
動

か
さ
諏
ご
あ
り
て
は
大

な
不
公

準
を
生

じ

.
特

に
全

艘
上

、
都
會

及

都
會

附
近

地

は
益

々
牧

盆
を
増
加

す

る
の
に
、
農
村

は
却

っ
て
減
退

す
る
と

い
ふ
の
で
は
、
都
鄙

の
聞

に
大

な

不

公
李
を
生

じ

、
且

又
財

政
吸

入
か
ら

い
ふ
て
も
、
大
膿

牧
人
必
要
は
増
大
す

る
し

、
他
方

、
課
税
標
準

紀
る

べ

き

土
嚢

盆

は
達

す

詮

拘

ら
す

、
前
者

に
慮

じ
て
、
後

者
を
利
用
す

る
・
あ

出
家

碧

い
ふ
不
都
合

が
あ

る
。
そ
れ
か
ら
国

民
縄
,濟

上

に
は
前

記
不
公
準

の
結

果

こ
し
て
、
農
村
緻
.濟
抑

燃
.ご

い
ふ
ご
置

も
な

る
・

,(註
九
)

。
ツ
シ
ヤ
ゐ

、
書

の
地
租
謹

・
て
・
、
可
・
・
速
か
繰

腐
・
…

爲
…

グ
丁

も
・
特
に
地
建

て
は
・
課
薙

準

の
鍵

莚

ぱ
、
れ
て
、
原
則
侵

し
、
且
昼

際
・
・
疑
問
・
采

禦

養

親

は
・
・
爲
・
…

ケ
ル
は
・
誼

に
て
は
簿

不
動

性
が
現
は
る
査

。
、
。
。
フ
レ
ー
は
、
妻

上
、
文
場

め
・
且

つ
嚢

的
に
、
護

が
不
動
要

る
と
爲
…

ニ

チ
ソ
グ
は
・
常

。
且
量

る
馨

緒

の
基
礎
饒

繰

腐
…

、
且
つ
使
用
夷

か
・
芸

・
の
…

轟

・
・
〒

・ヘ
ル

・
は
』

磐

馨

税
に

・
..固
着

し
た
る
不
動
と
ふ
い
、

の
が
地
租
・
茎

鼻

繋

・
度
・
・
現
は
る
・
と
眉

、
ζ

鴇

・
雑

・
謹

襲

い
時
・
叢

要

る

　

き

に
、
既
に
其
徴
攻
に
於

て
陳
腐
で
あ

っ
て
.
多
少
、
石
化
す
る
こ
豊

な
る
と

い
ふ
て
辱

・

(
葦

。
)

,
ン
.フ
,
ド
は
、
地
代
農

書

あ
り
・
繁

き
時
・
間
・
は
退
摯

ぞ

と
が
・
・
得
・
。
之
・
　

て
・
賦
課
せ
ら
れ
た
地
租

が
頗
、
難

的
、
な
ら
を

て
は
・
ら
ぬ
と
爲
・
、
・
ζ

ル
・
も
、
或
揚
塗

装

通
債
値
叢

雲

塁
帳

に
登
譽

れ
た
額
以
走

上
ぼ

お

っ
た
け
れ
ど
も
、
他

の
場
合
に
は
事
情

が
恐
ら
く
は
反
封

暴

撰
し
た
と
爲
斜
。

　に
負
澹
激
増
緩
和
規
定
一

政
府
案
に
て
は
.
新
課
税
標
準
だ
る
賃
貸
償
格
を
施
行
す
る
薦
め
・
新
税
額
が
現

在

の
地
租
額

の
四
倍

宇
以
上

こ
な

る
ご
き
は

、
其

が
四
倍
孚

に
止

ま

る
や
う
賃
貸
償
格

を
制
限
す

る
こ
ご
、
し
や

夏2)

13)
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う

ご

い
ふ
の
だ
が
、
此

は
新
改

正
に
よ
り

て
土
地
負
婚

の
急
激

に
増
加
し

て
固

ま
る

の
を
緩
和

し
や
う

ざ

い
ふ
趣

旨

で
、
洵

に
穏

當

の
廃
置

の
や
う

で
も
あ

る
け
け
こ
も
、
實

際
或
土
地

の
賃
貸

料
収
益

が
非
常

に
太
く
、
其
れ
だ

け
大
な
給
付
能
力

が
生

じ
て
居

る
に
も
拘

ら
す

、
之
を

人
工
的

に
制

限
す

る
ざ
い
ふ
こ
ご
は
、
實
際
賃
.貸

料
牧
盆

増
加

の
度

合

の
低
く
、
此

恩
澤

に
與

か
ら

ざ
る
も
の

ε
の
間

に
、
大

な
負

澹
の
不
公
準
を
生
す

る
課

で
あ

る
。
其

も
過
渡

の
時
代

の
極

く

一
時

の
こ
ご
な
ら

ば
で
あ
る

が
、
之
を
十

年
間
も
存
続

し
、
而

か
も
其
十
年
後

の
改
訂
期

に
な

っ
て
、
叉
同
様

の
恩
典

に
與
か

る
こ
な

っ
て
は

、
永

久

に
大

な
實
力

に
相
鷹
し
な

い
課
税
を
憂
く

る
者
を

生

す

る
こ
ご
に
な

る
。
其

は
大

に
不

都
合
な

こ
ご

、
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

第

二
段

問

題

の

・封

…策

　一
課

税

標

準

の
内

容

・

(

)偉
賃
貸
償

格
其

も
の
一

が
、
土
地
所

有
者
唱
ら

土
地

を
利
用
し
な

い
で
、
之
を
他
人

に
賃
貸

し
た

る
ご
き

の

彼

の
土
地
牧

盆

に
就
き
課
す

る

こ
し
て
は

適
當

で
あ

る
け
れ
こ

も
、
彼

が
自
ら
利
用
す

る
場
合

の
標
準

ビ
し
て
は

多
少
適
切

で
な

い
。
此
場
合

に
は
精
密

に

い
ふ
ざ
、
彼

が
其
土
地
を
自
ら
直
接
利
用

す

る
こ
し

て
の
物
的
牧
盆

殉

(動
勢
報
酬
分
子
を
除

く
)
を
計
算

し
て
、
之

を
標
準

こ
す

べ
き

で
あ

る
。
け
れ
こ
も
其

は
計
算

が
面
倒

で
も
あ

る

し
、
叉
彼

ご
此

ご
別

々
の
課
税
標
準
を
探

る
こ
ご
の
煩

も
生
す

る
か
ら
、
何
れ

の
場

合
に
も
客
観

的
の
賃
貸
償
格

論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

集
三
十
巻

七
二
五

第
五
號

一
三



論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
砥

第
三
+
巻

七
二
六

第
五
號

一
四

に
依

る

ご
し

て

、
幾

分

か
税

率

の
虚

で

手
加

減

す

る

こ

ざ

に

て
忍

ぶ

こ

ご

が
出
家

る
。
次

に
、

働

借

地

収

益

及

又

貸

牧

盆

が
課

税
漏

れ

ご
な

る

の
を

補

正

し

な

く

て

は

な

ら

隙
。

借
地

牧

盆

は

地

租

ご
並

立
す

る
家

屋

税

、
替

業

税

、
農

業

税

な

ど

に

よ

り

て
課

す

る

ご

い
ふ

こ

ご
も

出

来

る
が

、
我

邦

の
如

く
國

税

牧

益
税

ど

し

て

、
家

屋

税

、
農

業

税

を

快

く

威

に
て

は

、
其

も
不

十

分

で
あ

る

し

、
特

に
又
貸

牧

盆

に
至

っ
て

は

、

全

く
収

益

税

か

ら

逃

れ

る

こ

い
ふ

こ

ご

に
な

る
。

此

も
物

税

こ
し

て

は
已

む
を

得

函
や

う

だ

が

、
之

を

見

逃

し

て

は
所

得

晩

を
補

完

す

る

、
資

産

元
荊

蟹

課

D
爵

ゐ

η
改

聾

覚

こ
し

て

よ
、F
郵

昏

～

、i
弘

二
♂
=
=
ふ
る

P
ら

、

可

～
,
P

ノ
〔

司
.

」「
」一

ワ

一,田田'.r
.
.
國三F
(
ノ
ノ
、一
く
エ

ノ」
瓠
■
隔1

を
一,'
醒

メ¶
、一
～
鴨

一
㌧
～
ー
ヂ'

,
」ム
ー

苧

・、⊆
」人
～

ゾ

又

貸

人

及

借

地

入

の
牧

盆

に
も
地

租

の

】
部

を

課

す

る

ε

し

て

、
其

方

法

は

、
原

則

こ
し

て
地

租

の

納

税
義

務

者

は

土

地
所

有

者

ご
爲

し

,
併

し

彼

が

土
地

を

他

人

に
貸

付

し

た

る

ご
き

、

其

借

地
人

が
更

に
第

三

の
者

に
之

を

貸

付

し

た

る

ご
き

は

、
土

地

所

有

者

は

其

納

め
た

る
税
額

の

一
部

を

第

一
借

地

人
第

二
借

地

人

よ

り
補

償

せ
し

む

る

の
権
能

を
有

つ
も

の

こ
駕

し

、
其

割

合

は
課

税

標
準

だ

る
賃

貸

償

格

調

査
委

員

會

を

し

て

、
各

地

の
事

情

に
從

ひ

、

其

孕

均

的

償

値

を

評

定

せ

し

め

る

こ

ε

、
す

べ
き

で
あ

る
。

此

評

定

は
多

少

面

倒

で
は

あ

る

が
、

併

し

、
此

制

度

を

一
層

公

準

な

ら

し

む

る
矯

め

に
は
避

く

る

こ

ε
を

得

む

。

地

租

ε

い

ふ
物

税

に
就

い
て

、

此

の

如

き
方

法

ま

で

も
探

ら

な

く

て
な

ら

澱

こ
す

る
ご

、

一
層

の

こ

ご

、
所
得

税

の
補

完

税

ざ
し

て
牧

益

税

を

棄

て

、

、
財
産

税

を

探

っ
た

方

が
徹
底

す

る
や

う

で
あ

る

。

　'に
課
税
標
準

改
訂

期
一

の
十
年

の
長

き

に
過

ぐ

る
を
矯

正
す

る
矯

め
に
は

、



山
山
五
年
案

l
l十
年
を
五
年
に
短
縮
す
る
ご
い
ふ
案
も
あ
る
。
此
に
て
は
夫
の
弊
を
読
め
る
こ
ず
」
は
出
来
る

が
、
全
く
之
を
除
く
こ
さ
は
出
来
令
、
五
十
歩
、
百
歩
の
舎
に
過
ぎ
な
い
。

何
各
地
輪
番
改
訂
案

l
l金
闘
を
例
之
、
十
直
仁
分
も
、
年
々
順
番
に
其
一
臣
づ
っ
改
訂
し
て
、
十
年
間
に
全

国
の
改
訂
を
行
ふ
さ
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
方
法
に
依
る
さ
き
は
、
常
に
会
圏
中
、
少
く
さ
も
或
何
慮
か
の
一
地
方

仁
最
新
の
事
貰
じ
近
、
き
課
税
標
準
が
行
は
れ
て
、

n
公
平
な
β
課
税
が
存
し
、
そ
し
て
改
訂
費
が
十
年
問
に
均
分
せ

ら
れ
て
、
十
年
目
一
時
に
大
額
の
比
の
如
き
も
の
を
要
し
な
い
さ
い
ふ
利
益
が
め
る
。
如
何
仁
も
此
案
は
、
財
政

上
の
負
曜
の
分
散
の
上
か
ら
は
望
ま
し
b
o
結
果
を
驚
ら
す
。
併
し
公
卒
課
税
の
上
か
ら
し
て
は
、
常
に
金
岡
中
の

大
部
分
に
不
適
切
な
る
課
税
標
準
が
行
は
れ
、
且
つ
其
の
奮
標
準
に
依
る
も
の
さ
新
標
準
に
依
る
も
の
さ
並
存
す

る
ご
い
ふ
不
公
平
が
ゐ
る
。
課
税
標
準
が
偲
A
T
陳
腐
で
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
会
闘
が
凡
ぺ
て
然
λ

り
ご
す
れ
ば
、
其
札

で
釣
合
が
取
れ
て
辛
棒
ち
出
来
る
け
れ
ど
も
、

一
地
方
は
新
標
準
、
他
地
方
は
奮
標
準
ご
い
ふ
の
で
は
忍
び
難
し

ご
も
い
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

mw郡
部
税
率
差
別
案
|
|
大
韓
に
於
て
都
曾
地
は
課
税
標
準
の
増
進
度
が
速
く
且
つ
強
く
、
農
村
は
此
が
遅
〈

且
つ
鈍
い
か
ら
、
今
一
定
の
時
黙
に
課
税
標
準
が
定
ま
っ
た
さ
し
て
、
十
年
後
に
な
っ
て
見
る
芝
、
農
地
は
少
し

か
上
ら
や
(
或
は
下
る
こ
ご
さ
へ
も
少
く
な
い
)
、
都
舎
地
は
大
に
上
ら
う
。
で
十
年
間
を
通
じ
て
見
る
さ
、
同
一

の
税
率
で
は
農
地
は
過
重
の
負
携
を
す
る
こ
さ
に
な
の
、
都
曾
地
は
過
唖
の
負
携
を
す
る
こ
ご
に
な
る
。

rか
ら

目角

叢

地
租
吹
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

第
五
披

五

第
三
十
巻

七
二
七

青木哲摘、地租の吹正に就で(務、昭和五年二月披)、 4-514) 
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論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
若
干
問
題

集
三
十
巻

七
二
八

第
五
號

一
六

初

め
よ
b
し
て
都
鄙

に
統

一
的

に
定

め
ら
れ

た

る
標
準

に
適
用
す

る
税
率

を
多
少
農
地

に
低

く
、
都
會
地

に
高

く

淀

め
た
ら
公

準

に
な

り
、
十
年
間

課
税

標
準

を

動
か
さ

ぬ
こ
こ
か
ら

生

す

る
不
公
準

を
除

き

得

こ

い
ふ
の
で
あ

める
。
此

は
實

は
忍

も

[
度

は
考

へ
て
見
だ

の
で
あ

る
が
、
そ
し

て
農

地

ざ
都
宮
地

こ
の
間

に
大
艦

、
右

の
や
う
な

違

の
あ

る
こ
ご
も
事
貿

だ

が
、
之

を
如
何

に
し
て
隔
刑
す

る
か
が
六

つ
か
し
き
問

題

で
あ

る
。
田
畑

ご
宅
地

ご
で

廣
刑
す

る
こ
し
て
も
、
宅
地

ご

い
ふ
中

に
農

村

の
も
あ

る
の
で
、
不
満
足

で
あ
ろ
。
然

ら
ば
農
村

宅
地

ご
市
街
宅

地

ご
を
囁
別

し
て
、
農

村
宅
地

ご
田
畑

ご
を

一
緒

に
し

て
、
之
を

市
街
宅
地

に
樹

立

せ
し

め
セ
ら

こ
も

い
ふ
が

、

宅
地
中

に
て
農

村

ご
都
會
叉
は
市
街

と
の
匹

別
が
六

つ
炉
し

い
。
加

之

、
市
街
宅
地
中

に
も
賃
貸

慣
格
騰
貴

の
度

合

の
鈍
き

も

の
が
少

く
な
く

、
而

か
も
農

村

の
田

畑
中

に
も
都
會

附
近

の
も

の
や
、
都
會
よ
b
遠

か

つ
π
威

で
も

近

代

的
交
通

機
關

の
登
展

の
矯

め
に
、
賃
貸

慣
格

の
非
常

な
勢

で
上
り

っ
、
あ

る
も
あ

っ
て
、
都

鄙

の
差
別
課
税

自
身

の
不
都
合

ご

い
ふ
こ
ご
も
あ

る
。

で
此
十
年
間
課
税
標
準
不

動

こ

い
ふ
こ
こ
か
ら
生
穿

る
訣

貼
は

、
此

賃
貸

債
格
叉

は
収

益
能
力

を
課

税
標
準

ご
し

て
選

ん
だ
薦

め
に
生

じ
泥

も
の
で
、
此

は
辛
棒

す

る
の
外

な
き
も
の
こ

い

こ
こ
ご
を
見

出
す
。
即
ち
實
際
収

益

(所
得

)
か
財
産

的
時
慣

か

に
依
ら

の
以
上
は
仕
方

の
な

い
映

鮎

ど
す

べ
き

で

あ

る
。

ラ三
負
澹
激
増
緩
和
規
定
一

の
弊
害
を
除
く
爲
め
に

(

)値
此
規
定
磨
止
案
-

全
く
新
し
く
評
定
せ
ら
れ
た
賃
貸
慣
格
を
其
儘
に
適
用
す
る
こ
ご
、
し
、
緩
和
規
定
な

ご
は
止

め
よ
ご

い

ふ
考

が
あ
る
。
此

は
公
準

課
税
を

徹
底
す
れ
ば
其
通

り
に
し
な

く
て
は
な
ら

諏
の
だ

が
、
併
し

其

れ
で
は
義
務
者

に
ご
り
て
は
従
来

ご
比
較

し
て
見

て
、
急
激

の
負
憺
増
加

ご
な
b
て
、
堪

へ
難

い
こ

い
ふ
ご
ε

15)青 木 氏 、前 出、7



が

あ

り

、
残

酷

だ

ざ

い
ふ

こ
ご

に
な

る

。
不

都

合

で
は

な

い
こ
し

て
も

、
穏

當

の
廃

置

で
は

な

い
。

ラ霧

和
の
薦
め
の
制
限
讐

袈

f

或
は
豫
定
の
緩
和
規
定
が
契

に
過
ぎ
・
・
四
倍
害

い
ふ
の
で
は
低

き
に
過
ぎ
る
か
・.
、
之
を
七
鐘

か
、
九
番

か
に
引
上
げ
て
、
恩
典
を
蓼

・
者
の
鶴

を
少
く
し
や

暑

い

あ

が
あ
。
。
斯
-
。
れ
ば
非
常
に
大
な
潜

を
す
・
も
の
だ
け
が
緩
和
規
定
の
適
用
を
受
け
・
然
豪

し
て
小

な
増
加
に
止
　

も
の
は
之
を
受
け
す
、
蓋

だ
け
政
府
原
案
発

し
て
公
議

税
の
實
現
が
廣

く
な
る
の
で
あ

る
こ
す

る
。
併

し
此

は
原
案

に
比
し
五
十
歩
百
歩

の
孚

で
、
之

に
よ
り
て
も
街

ほ
、
其

の
九
倍

に
制
限

せ
ら
れ

た

る
も

の
、
即
ち
實

は
賃
貸
償
格

の
實

際
非
常

に
上

つ
π
も

の
で
能

力

の
頗

る
大

な
も
の
が
、
十
年
間

も
過
大
な
恩

ユ

も

ド

め

　
　

ロ

コ

　

謹

馨

る
.、
瑳

績
善

い
含

ε
、
並
に
却

っ
て
賃
貸
償
格
の
上
夷

の
少
い
も
の
が
恩
典

に
浴
し
得
雪

い
ふ

こ
ピ

の
不

都

合

が
存

す

る
。

　に
差
額
逓
婁

-

或
は
改
定
募

債
沓

依
・
租
額
が
現
租
額
の
四
筆

以
吉

な
・
も
の
に
つ
き
・
護

定
暮

籍

ご
、
四
華

　

計
算
し
た
る
暮

露

あ

差
額
の
+
分

一
つ
・
を
年
々
悪

追
加
し
三

+
年

後
景

定
賃
貸
籍

の
全
額
に
達
せ
し
め
て
は
何
・・
か
あ

黍

あ
・
(註
≡

。
此
は
譲

な
る
負
塔

加
羨

め
、
且

つ
秦

に
公
正
の
課
税
に
近
づ
け
る
も
の
だ
か
ら
、
婁

で
あ

・
が
、
併
し
年
々
暴

落

す
三

ふ
庭

に
多
少
取

扱
煩
雑

ご

い
ふ
嫌

が
あ
る
。

ゆ

(註
=

D9

喋

誘

嘆

の
る
。
同
氏
の
訟㎜
文
に
は
、
激
語

酌
・
一

離

し
た
農

額
・
新
旙

行
の
翌
年
分
室

定
の
瑠

(例
之
、

焉

養

籍

の
+
分
二
宛
)
を
葉

加
藩

大
し
、
五
年
目
・
は
正
則
審

慣
格
覆

・
・
む

・
施
磐

要
す
と
あ
る
が
・
正
則
鐸

籍

の
+
分
=
つ
.
を
葦

(五
簡

)架

し
て
五
年
後
に
正
則
要

償
驚

喜

と
鐘

屈
・
倉

・
・
其
・
正
則
蕃

領
瞥

削
婆

貸
幕

論

叢

地
租
改
正
案
に
於
け
る
華

問
題

第
三
毒

七
二
九

第
五
號

;

16)青 木 、 前 出 、9-10



●

論

叢

地
租
改
正
案

に
於
け
る
若
干
問
題

第
三
+
巻

七
三
〇

第
五
號

一
八

と

の
差
額

の
十
分
二
つ
エ
の
誤
で
あ
ら
う
。

　D
緩
和
五
年
打
切
り
案
一

最
後
に
は
、
夫
の
倍
敷
を
多
少
増
加
す
る
第
二
集
を
採
用
し
、
此
に
よ
り
夫
の
不

(
公
準
を
少

く
し
、
更

に
此

倍
数

例
之

、
七
倍
制
限

の
恩
典

を
十
年

据
置
期

間

の
半
分

、
即

ち
五

年
間

の
み

に
許

し
、
即

ち
次

の
課
税
標
準
改
訂
期
十

年
後

ま

で
の
間
の
前
孚

に
此
恩
典
を

認

め
、
後
孚

は
改
定
賃
貸
債

格
其

も

の

に
依

る

こ
ご

、
す

る
の
案

で
あ
る
。
此

は
質
行
も
容
易

で
あ
り
、
そ
し

て
受
澤
者

に
は
五
年

の
猶
豫
期

間
が
あ

っ

て
、
此
間

に
豫

め
増
加
.負
澹

の
準
備

を
爲

さ
し

め
て
、
急
激
な

る
打
撃
を
受
.け
し

め
ざ

る
を
得

る
。
此

が
恐
ら
く

は
最

{貫
行

す

べ
き

も
の

で
あ
ら

う
。

結

論

以
上
要
之

、
改

正
地

租
案

に
は
色

々
の
問
題

が
あ

る
が
、
中

に
て
も
其

の
賃
貸
償
格
標
準

に
よ
り
て
所
有

者

に

課

税
し

て
借

地
人

の
牧

盆
を
顧

み
ざ
る

こ
ご
、
改
訂

期
を
十
年

の
長
き
後

こ
し
把
る

こ
ご
、
負

旛
激
増
緩
和

規
定

の
不
公
準
負

澹
を
齎
ら
す

こ
ご
な

ご
は
確

に
考
慮

す

る
値

あ

る
問
題
だ

ぜ
認

め
ら

る

＼
。
そ
う
し

て
之

が
解

決
方

策

こ
し
て

は
、
第

二

の
改
訂
期

の
多
少
長
き
後

に
な

る

の
は
、
五
年

に
短
縮

す

る
こ

い
ふ
こ
ご
も
出
來

る
け
れ
こ

も

、
其
は
十
年

の
儘

に
て
も
忍
ば
れ
得

る
こ
し

て
、
第

一
の
借
地

人
牧
盆

に
は

一
定

の
評
定

に
基

き
、
所
有
者

の

負

憺
を
借
地

人
を

し
て
分
推

せ
し
む

る

こ
ご
に
よ
b

て
解

決
す

べ
く
、
第

三

の
負
澹

激
増
緩
和

規
定
は
夫

の
制

限

倍
数

を
多

少
引

上
げ
、
且

つ
之

が
恩
典

を
十
年
間

の
前
孚

の
み

に
許

し
、
後

雫

に
は
與

へ
ざ

る
こ
ご
に
よ
り
て
解

決
し
元
ら
良

か
ら

う

と
思

ふ
。


